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Ⅰ 有限会社 内山林業管理森林及び分別・表示事業体の概要 

 
１．森林の所有者  内山右之助  
 
２．森林の管理者  有限会社 内山林業  
 

３．認証の区域   群馬県吾妻郡東吾妻町大字大戸字石
い し

畦
お ね

4775 外  

 
４．森林の面積   331.63ｈａ  
 
５．団地数     1 団地  
 
６．森林資源の構成  
 

 
 
７．地域の概況（平成１８年３月２７日に旧吾妻町は旧東村と広域合併し東吾妻町となっ

たが、本資料では旧吾妻町時の内容で記述してある。）  
 
   吾妻町は群馬県北西部に位置し、東は東村、北は中之条町、西は長野原町、六合村、

南は榛名町、倉渕村に接している。東西２１．２１ｋｍ、南北１７．４２ｋｍ、面積

２２０ｋ㎡である。また、町北部を吾妻川が東西に流れている。  
吾妻町の森林面積は、１７，２６２ｈａで町の総面積の７８．４％を占めている。



民有林面積は１０，４９９ｈａで、そのうちスギを主体とした人工林面積は６，０１

０ｈａであり、人工林率５７．２％で、県平均よりやや高めである。人工林の内３５

年生以下の若い林分が３，４５０ｈａで、５７．４％と多くを占めている。  
当山林は、群馬県吾妻郡吾妻町大字大戸に約４２０ｈａ存在し、上毛三山の一つ榛

名連峰の西方掃部ヶ岳の傾斜面で、利根川支流の吾妻川温川右岸見城川上流の海抜６

５０ｍ～１３００ｍの西榛名高原の一部に位置する。  
地質は榛名山系の輝石安山岩を基盤として、榛名火山の噴出物が厚く堆積し、脆弱

な地層により形成されている。  
   気候は、夏は涼しく、冬は日本海側からの寒気を草津白根山より受け、その影響で、

マイナス１５℃位に下がるが、積雪は少なく、年間降雨量は夏、秋に多く、1300mm
～1500mm となっている。  

   樹種は、人工林ではカラマツ、ヒノキ、スギを中心に植林され、自然林ではコナラ、

クリ、サクラ、ミズキ、シデ、ホオノキ、ミズナラ、ブナなどが樹林を成している。  
 
８．山林の沿革  

明治１０年以前は、群馬県の主管に属し、地域の集落の薪炭採草地として利用され、

広葉樹林が存在していた。明治１０年に、吾妻郡坂上村大字大戸の田中某氏が、２０

年の予約で開墾成功の上はこれを払い下げる許可を得たが、立木の伐採のみで開墾は

不成功に終わった。  その後、有栖川宮家扶藤井希僕租借地となり、一部農耕地の

開墾を果たしたが、明治２８年までは天然林の伐採が行われただけであった。  
明治２８年８月、佐藤氏の所有となり、以後（明治２９～３２年）年々、アカマツ、

クロマツを植栽したが、あまり生育は良くなかった。また、カラマツの植栽を始めて

以降、スギ、ヒノキなどの植栽も行われ、明治２９～明治４３年の１５年間に、１７

６ｈａの植栽を完了した。  
なお、アカマツは２～３年生苗を地元より購入し、カラマツは信州より１年生苗を

購入し、１年間農地で休養し、２年生苗を植栽した。  
明治３５年、上記の附帯義務の履行成功により払い下げの許可を受け、土地・立木

全部の所有権が佐藤氏に移った。大正４年、祖父・内山元太郎が佐藤氏より購入し、

内山家の所有となる。  
 森林  ２４６ .４０ｈａ  

    農地   １８ .７６ｈａ  
牧場  ２５５ .００ｈａ  
計   ５２０ .１６ｈａ   の経営が始まる。  

放畜を営む傍ら、薪、炭を生産し、高崎方面に販売すると同時に造林地の撫育に励

んだ。戦後、昭和２０～３０年代の燃料不足時代には薪、炭の製造を主体とした林業

を営んでいた。昭和４０年代には、化石燃料が急速に普及し、薪、炭の製造は減少し

たが広葉樹のパルプ材としての需要が増大し、これに伴い跡地は拡大造林を施行した。 
昭和５０年代の後期には、外材パルプに圧され価格は低迷し、人件費は増大し採算

割れとなり広葉樹の伐採は中止せざるを得なかった。  
現在は、保育間伐、収入間伐を主体とする施業を行っている。このため、林内の基



盤整備（作業道開設）と伐採、搬出の機械化が必要となり、高性能機械を導入し、省

力化に努めている。当社においては１０年前より現場作業員の雇用を中止し、自家労

働 3 人による管理に主体を切り替え、代替として高性能林業機械の導入、高密度路網

により省力化を図り、間伐・作業道開設・造林等の施業を行っている。 

 
９．林道・作業道  

林 道    ３，３３０ｍ  
作業道   ４２，０００ｍ  
総延長   ４５，３３０ｍ  
路網密度   １３６．６ｍ／ｈａ  

 
10．保有林業機械  

  
 機 械 名 称  機    能 取得年月日 

チエンソー ﾊｽｸ 346XP 伐倒造材機 H 16 年 8 月 24 日 

チｴンソー E1039S-400（中）   〃 H 17 年 5 月 30 日 

チｴンソー E400   〃 H 6 年 

チｴンソー E488   〃 H 6 年 

刈払い機 草刈機 H 6 年 

  〃   〃 H 6 年 

刈払い機 RM250S-2AWY   〃 H17 年 10 月 15 日 

枝打ちロボット 自動枝打ち機 H 5 年 

枝打ちロボット 自動枝打ち機 H15 年 12 月 22 日 

背負い式枝払機 枝打ち機 H11 年 12 月 4 日 

引っ張りだこ 簡易式ウインチ H 5 年 

林内作業車 クローラータイプ S60 年 

リョウシン号フォワーダ 高性能林業機械 H13 年 5 月 31 日 

ハーベスタ   〃 H 9 年 3 月 27 日 

ブルドーザ   H12 年 11 月 30 日 

パワーショベル   H12 年 3 月 31 日 

杭造り機   H13 年 1 月 31 日 

高圧皮剥き機 HD-830BS   H16 年 2 月 17 日 

クローラーダンプ MST-800 土石運搬機 H16 年 8 月 30 日 

刈払い機アタッチメント 草刈機 H16 年 9 月 31 日 

グラｯプルアタッチメント GS-65LJV   H18 年 4 月 14 日 

 



11．経営方針  
最近の森林・林業を取り巻く状況は、木材価格の下落、労働賃金の上昇により特に

厳しく、所有林の経営管理に必要不可欠な林産物の収入は多くを見込めず、雇用労働

力確保が困難を極めており、保育・管理に支障をきたしている。当山林においても１

０年前より雇用を中止し、自家労働による管理に主体を切り替え、代替として高性能

林業機械の導入、高密度路網による省力化を図ることとしている。 

伐採方法は、所有林のほとんどが比較的平坦な地形であるため、林内路網の整備が

容易であることからこれを一層整備し、間伐については主に収入間伐を行い、管理費

の捻出を図る。  

また、人工林については、森林の公益的機能の維持、林地の保全を考え、主伐期に

達した林分については、間伐の繰り返しにより、１５０年から２００年生の長伐期施

業を目標に、複層林化を図る。 

造林は、持続可能な森林経営を図るため、人工林率６０％を目標に、植栽適地には

造林を行う。また、育成する樹種は、所有林の標高が７５０から１３００ｍであるこ

とから、主としてヒノキとする。 

天然林については、高標高地にクリ、ミズナラ、ブナなどの広葉樹が生育しており、

これらは３００年から４００年生まで保護育成を計る。 

林内路網については、現在４０,０００ｍ整備されているが、将来的には現在の２

倍である８０,０００ｍを目標に整備を図る。 

 
12．環境方針  

地球温暖化の防止、水土保全、生物多様性の保全などモニタリングを通して確認し、

環境面の知識を増やし、持続可能な林業経営をめざして、以下のとおり、取り組む。 

１．環境保全に関する法令を遵守し、林業経営と環境保全の両立をめざす。 

２．適切な森林整備に取り組み、森林の多面的な機能の維持・向上を図る。 

３．施業の実施にあたっては、土壌及び下流域での水資源の保全に努める。 

４．保護樹帯、水辺林の設置など動植物の生息・生育環境の保全に努める。 

５．適切な森林整備に取り組み、森林の二酸化炭素を吸収する機能を高めるとともに、

国産材・ 

地域材の循環利用を促進し、地球温暖化防止に貢献する。 

６．施業の実施にあたっては、化石燃料の使用削減に努める。大気汚染物質や廃棄物は、

発生の抑制に努めるとともに、地域で定められた方法により、適切に処理する。 

７．森林病害虫防除にあたり、林業薬剤を使用する場合は、適切な管理のもと、必要最

小限の量とする。 

８．モニタリングを実施し、継続的に森林の状況及び林内に生息・生育する動植物を把

握する。貴重な動植物が発見された場合は、必要な保護対策を行う。 

９．調査研究・教育のため、地方自治体、研究機関から協力要請があった場合は、可能

な限り協力する。 

10．生物多様性の保全に関する知識の習得に努め、研修の機会を設ける。 



13．施業履歴  
                                        

（ha・㎥） 

      13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 合 計 

植  林 １．８０  ５．００ ５．００ ５．６３ １７．４３

下  刈 １．８０ １．８０ ６．８０ １１．８０ １７．４３ ３９．６３

除  伐    ３．５８  ３．５０  １．２０ ８．２８

ツ ル 切       

枝  打    ３．５８   ２．２０ ５．７８

保育間伐      ５．１７ ５．１７

収入間伐 ４．５９ ６．４０ ６．４０  ４．８３  ４．７０ ２６．９２

間伐材積 １４３ ２９４ ３２３ ２９７  ４６９ １,５２６

主  伐    ２．９１ ３．５９  ６．５０

主伐材積    ５０９   ６２９  １,１３８

 
14．施業基準  
   原則として、「吾妻町森林整備計画」の施業基準を遵守する。  
   また、「生物多様性の保全を考慮した施業指針」を遵守する。  
 
15．病虫獣害対策 

病虫害に対しては、健全な森林の育成に努め、病虫害の発生の抑制に努める。原則

として林業薬剤は使用しないが、今後、植生に異常をもたらすような病虫害が発生し

た場合には、 

「林業薬剤管理マニュアル」に従い、最小限の使用をすることもあり得る。 

ニホンジカ、ノウサギの食害については、防護柵などを設置して、対応する。やむ

を得ず薬剤を使用する場合は、「林業薬剤管理マニアル」に従い、最小限の使用とす

る。今後、より生態系保全に配慮した対策があれば積極的に試行していく。 

 

16．気象災害対策 

尾根筋や沢筋に、保護樹帯として広葉樹を残す他、風のあたる箇所などでは、間伐

率を抑えた間伐を繰り返す。 

台風などの気象災害が発生した場合は、可能な限り風倒木を処理し、現状復旧に努

める。 

崩落などで現状復旧が困難な場合は、速やかに森林組合・行政機関に連絡し対応を

協議する。 

 

17．森林火災への対応 

「林野火災予消防マニュアル」を遵守し、防火に努める。 

火災発生時は消防署、地元消防団、地域住民に直ちに連絡し、消火及び火災の拡大



防止に努める。消火後は、林地の現況復旧に努める。 

 

18．地域との連携 

当山林は吾妻町南部、榛名山系の上部に位置し、その麓には広大な農業振興地域が

広がり、高原野菜の生産及び酪農地帯となっている。 

その農業地域の保全の確保に重要な森林として役割を果たしている。下流には、吾

妻町の水道取水地も含まれている。近隣の集落や社会福祉施設においては、林内の湧

水を取水するなど、重要な水源林となっている。 

森林組合とは交流を深め、造林事業等においては協力関係にある。 

 

19．森林環境教育  

近年、林業教育に関しては、高性能林業機械の実演会や同機械のオペレーター教育を

行い、林業関係者の高性能林業機械の普及に努めている。また、環境教育に関しては、

森林資源の有効利用のため、バイオマス利用の実演会なども実施している、その他、

一般市民を対象に、林業の目的と施業についての学習会や県産材の普及についての見

学会、自然環境と林業体験のイベントを年２回実施するなど、森林環境教育の普及に

努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ. 審査経過 

 

１．有限会社 内山林業管理森林及び分別・表示事業体の審査経過 

 

  有限会社 内山林業管理森林及び分別・表示事業体の審査は、(社)全国林業

改良普及協会認証審査センターの児島裕、野田昭一、大竹秀一、戸塚幸二郎の

４名が下記のとおり行った。 

 

【審査申込】 

 平成 18 年５月 1３日／審査申込 

 

（内 容） 

１．全林協の審査手順についての説明 

２．審査申込書の受付 

３．確認資料の説明 

 

【認定審査】 

平成１８年 8 月２０～２５日  書類確認及び企画審査 

平成１９年１月２４日／現地確認審査 

 

（内容） 

１．資料の提出を受け、内容を確認し、修正事項などを指示するとともに企画

審査においては大竹秀一が現地の森林の状況を視察してきた。 

 

２．冬の現地確認審査においては、野田昭一、戸塚幸二郎が現地の確認をして

きた。 

 

（場 所） 

有限会社 内山林業管理森林及び分別・表示事業体の現地における森林等の

状況及び事務所等の確認 

 

（審査員） 

  企画審査   （社）全国林業改良普及協会       大竹秀一 

 

  現地確認審査 （社）全国林業改良普及協会       野田昭一 

               〃 専門調査員       戸塚幸二郎   

 

（出席者） 

有限会社 内山林業 社長      内山右之助 

    同             内山はるの 



    同             内山総太郎 

 

（内 容） 

１．「認証（認定）審査」の一環として書類確認及び現地確認を行った。 

２． 有限会社 内山林業及び分別・表示事業体の森林及び林道等の状況、造林

事業及び間伐、森林被害の状況、高性能林業機械による間伐作業の状況、山

土場における原木の集積状況等、各工程管理の仕組み等、事業及び経営の概

況等について、現地説明を受け、併せて関連資料の審査を行った。 

 

平成１８年８月２１日／企画審査 

 

平成１８年６～９月下旬／書類確認 

 

平成１９年１月上旬／審査書類調整 

 

平成１９年１月２４日／確認審査  

 

平成１９年３月１９日／審査委員会 

 

（場 所） 

東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル会議室 

 

（委員名） 

元東京大学教授・農学博士             山根 明臣 

（株）木構造振興専務取締役（元森林総研）農学博士 西村 勝美 

東京農業大学教授・農学博士            河原 輝彦 

 (社)日本育種協会理事長                真柴 孝司 

 

（事務局） 

(社)全国林業改良普及協会 

     同                    児島 裕 

     同                    野田 昭一 

     同                    宇佐見 均 

 

（内 容） 

 

１．現地確認審査の結果を報告するとともに、ＳＧＥＣの定める「森林認証基準・

指標」「ガイドライン」の事項及びＳＧＥＣの定める「認証（認定）審査」基

準事項等に基づき設定した「審査要件」について審査内容を説明した。 

 



2. 当協会審査センターから提出した資料、現地森林の現地写真及び有限会社 

内山林業管理森林における管理の考え方、各作業の工程管理の仕組み等に係る

各般の仕組み、審査判定表による判定の内容等からいって、申請森林は認証に

値する森林であるものと認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ．有限会社 内山林業管理森林及び分別・表示事業体の審査における判定事由

書 

 

１．有限会社 内山林業管理森林 

 

 審査委員会により、ＳＧＥＣの定める７つの基準・35 の指標・64 のガイドラ

インの「認証審査」基準事項に基づき、次の「有限会社 内山林業管理森林 森

林認証判定表」のとおり、５９項目を審査要件として決定した。 

 これら「審査要件」に基づき、別紙Ⅳの「有限会社 内山林業管理森林の審査

判定表（森林認証）」のとおり「審査判定」を行い、審査委員会に諮ったところ、

有限会社 内山林業管理森林は、認証に値する森林であるとして判定された。 

  

なお、審査委員会により、下記の「向上目標」が付記された。 

 

【向上目標】 

 

１．モニタリングを継続的に実施することにより、所有山林の状態を常に把握す

るよう努めること 

 

２．モニタリングを継続的に実施することにより、所有山林に生息・生育する動

植物の把握及び記録に努めること 

 

３．森林利用者への生物多様性の保全に関する研修を行うとともに環境配慮に対

する意識を共有すること 

 

４．モニタリングを継続的に実施することにより、所有山林の状態を常に把握す

るよう努めること 

その結果は、今後の森林施業に役立てること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基準１ 認証対象森林の明示及びその管理方針の確定 

 

１－１／土地、森林資源などの所有者・管理者が明確であること。 

 

認証対象森林は、高崎市内山右之助氏が所有し（有）内山林業が管理する、群

馬県東吾妻町大字大戸に位置する森林１団地 331.63ha（所有面積は約 420ha で

あるが公団造林契約地等は除外）である。 

 当社には「森林調査簿」「森林計画図」などが常備されており、現地で確認で

きる。 

 

１－２／対象森林の所在場所別面積、人工植栽に係る森林の区別（人工林、天

然林別）、樹種又は林相、林齢及び立木材積が明らかな森林調査簿類が常備さ

れていること。 

 

「森林調査簿」が常備されており、５年おきの森林施業計画樹立の際の森林調

査により、更新されている。 

 

１－３／対象森林の位置が、現地及び図面上で明瞭であること。 

 

森林計画図を樹種別（ヒノキ・スギ・マツ・カラマツ・その他広葉樹）に色分

けした「林相現況図」（1/5000）を常備している。 

なお、主な境界には境界標が設置されており、認証対象森林の位置は、現地及び

図面上で明確であることを確認した。 

 

１－４／森林計画制度の森林施業計画あるいはそれに準じた管理計画が樹立さ

れていること。管理計画の中で、森林所有者等が自らの意志で、持続可能な森

林の管理・経営に関する基本方針が策定されていること。 

 

認証対象森林は、吾妻森林計画区に位置しており、「吾妻町森林整備計画」に

おいて、すべて「水土保全林」に区分されている。 

内山林業では、「内山林業経営方針」を定め、ヒノキ・スギの伐期を 150～200

年とし、間伐の繰り返しによる長伐期施業をめざしている。有用広葉樹について

は、300～400 年の伐期を考えている。さらに、林相別の施業指針を定め、個々

の森林の特性に応じた施業を行っている。 

 

認証対象森林は、森林施業計画の認定を受けている。 

「森林施業計画書」（平成 14～平成 19 年、平成 16 年 9 月に一部変更を認定）

及び認定書の写しを確認した。 

「内山林業経営方針」「森林施業の実施に関する長期の方針」により、その実施

状況を現地で確認した。 



内山林業では、「内山林業環境方針」を定め、地球温暖化の防止、水土保全、

生物多様性の保全など、環境に配慮した施業を行っていくこととしている。 

さらに、「巡視時・作業完了時にモニタリングを継続的に実施する」こととして

いる。 

 

１－５／人工林のみでなく、天然林についても、地域の特性を考慮し適切な管

理計画が樹立されていること。 

 

認証対象森林のうちヒノキ等の人工林は、比較的に標高が低い地利条件に優れ

た平坦な箇所に限定されており、天然林は、標高の高い尾根筋や急斜面及び沢筋

などにコナラ、クリ、サクラ、ミズキ、シデ、ホウ、ミズナラ、ブナ等の落葉広

葉樹が大面積に残されている。人工林率は約 60%を目標にしているが、現在 46%

である。なお、「森林施業計画書」（平成 14～19 年）の天然林に関する内容が、

「吾妻地域森林計画書」「吾妻町森林整備計画」に準拠していることを確認した。 

 

基準２ 生物多様性の保全 

 

２－１／生物多様性保全のための計画は、ランドスケープレベルの管理方針が

定められているとともに、主要な森林タイプについて林分レベルの管理方針が

定められていること。 

 

認証対象森林は、吾妻森林計画区に位置しており、「吾妻町森林整備計画」に

おいて、すべて「水土保全林」に区分されている。 

 天然林は、標高の高い尾根筋や急斜面及び沢筋などにコナラ、クリ、サクラ、

ミズキ、シデ、ホウ、ミズナラ、ブナ等の落葉広葉樹が大面積に残されている。 

「内山林業環境方針」において、これらの天然林等を活かして「保護樹帯、水辺

林の設置など動植物の生息・生育環境の保全に努める」こととしている。 

 

２－２／対象森林内で生物多様性の確保に重要な構成要素（原生林、天然林、

里山林、草地、湿地、沼、農地など）が地図上で明らかにされ、それらの管理

方針が定められていること。 

 

森林計画図を樹種別（ヒノキ・スギ・マツ・カラマツその他広葉樹）に色分け

した「林相現況図」（1/5000）を常備している。 

 これまで認証対象森林の動植物の調査は行われていない。 

 今後、モニタリングを継続的に実施することにより、「貴重な動植物の存在が

確認されれば、速やかに行政機関、研究機関に報告し、その保護に努める」こと

としている。 

 



認証対象森林には、沢筋には、ミズキ、コナラ、トチなどの広葉樹が残されて

いる。ヒノキ・スギ・カラマツの人工林となっている林分についても、除・間伐

が適切に実施され、林内は明るく、下層植生が維持されていることを確認した。

環境方針の中に、「水辺林の設置など動植物の生息・生育環境の保全に努める」

とあり、今後一部の山で、適地には植林を進めていくこととしているが、沢筋の

水辺林はそのまま保全していく考えである。 

      

２－３／絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧に属する種及びその生息地

の保護が図られていること。 

 

「群馬県の保護上重要な野生生物」を常備している。 

内山林業では、巡視時・作業完了時に、モニタリング調査を継続的に実施し、「貴

重な動植物の存在が確認されれば、速やかに行政機関、研究機関に報告し、その

保護に努める」こととしている。 

 

認証対象森林のうち、天然林は標高の高い尾根筋や急斜面及び沢筋などにコナ

ラ、クリ、サクラ、ミズキ、シデ、ホウ、ミズナラ、ブナ等の落葉広葉樹が大面

積に残されている。人工林においても、ミズナラ、クリなどの広葉樹が単木状に

適度に残されており、昆虫・鳥類などの採餌木となっている。 

 

「内山林業環境方針」において、「動植物の生息・生育環境の保全に努める」

こととしている。 

 現地確認により、作業道の法面保護柵、横断排水溝などに間伐小径木が利用さ

れていることを確認した。 

 

２－４／下層植生を含め自然植生の保護に努めること。 

 

現地確認により、除・間伐が適切に行われており、林内は明るく、下層植生が

維持されていることを確認した。 

 なお、要間伐森林については、保安林改良事業等も活用して、計画的に間伐を

実施する。「森林の持つ公益的機能の維持・向上に努める」こととしている。 

 

基準３ 土壌及び水資源の保全と維持 

 

３－１／伐採に当たっては、風が強く当たる尾根筋、水系及び道路沿いには適

切な保護樹帯を設けていること。 

 

認証対象森林のうち、ヒノキ等の植栽地は比較的に標高の低い地利条件に優れ

た平坦な箇所に限定されており、天然林は、標高の高い尾根筋や急斜面及び沢筋

などにコナラ、クリ、サクラ、ミズキ、シデ、ホウ、ミズナラ、ブナ等の落葉広



葉樹が大面積に残されている。                         

これらの落葉広葉樹は、保護樹帯の役割も担っている。 

 

認証対象森林には、ヒノキ等の植栽地は比較的に標高の低い地利条件に優れた

平坦な箇所に限定されており、天然林は、標高の高い尾根筋や急斜面及び沢筋な

どにコナラ、クリ、サクラ、ミズキ、シデ、ホウ、ミズナラ、ブナ等の落葉広葉

樹が大面積に残されている。また沢筋には、ミズキ・コナラ・トチなどの広葉樹

が残されている。ヒノキ・スギの人工林についても、除・間伐が適切に行われて

おり、林内は明るく、下層植生が維持されていることを確認した。 なお、「内

山林業環境方針」において、「保護樹帯、水辺林を残す」こととしている。 

 

３－２／森林の伐採集運材に当たっては、近隣の水資源や土石流出防止機能な

どへの影響を考慮し、地表面の保護が図られるよう慎重に配慮されていること。 

 

認証対象森林は、吾妻森林計画区に位置しており、「吾妻町森林整備計画」に

おいて、すべて「水土保全林」に区分されている。 

 このため、「森林の持つ公益的機能の維持・向上に努め、下流域での水資源の

保全を図る」こととしている。 

 

伐採・搬出作業は、内山林業の家族（社長、夫人、長男）で構成する自社作業

班が、ハーベスタ、フォワーダ等の高性能林業機械を駆使して実施している。 

集材は、平坦な地形でまた作業路網の整備が進んでいることから、これらの高性

能林業機械で行っている。 

 なお、「伐採後は林地残材を適切に処理する」こととしており、林地保全等に

は最善の対応がなされている。 

 

３－３／林業機械に用いる、燃料、オイルその他の汚染物質および農薬など化

学物質が水系に流出しないよう注意を払うこと。 

 

内山林業では、燃料・オイル類は、関係法令及び「所有山林における燃料・オ

イル類管理マニュアル」に基づき、適切な管理のもと使用している。 

 下流域での水利用への影響を考慮して、現在、林業薬剤は使用していない。 

 なお、林業薬剤を使用する場合は、森林病害虫等防除法及び「所有山林におけ

る林業薬剤管理マニュアル」に基づき、適切な管理のもと、必要最小限の使用に

とどめることとしている。 

 

３－４／林道等の開設に当たっては、水土保全に細心の注意を払うこと。 

 

現地確認により、林道・作業道は、水土保全に配慮して設計・作設されており、

路面に廃材チップを散布するなどして、保守・管理も適切に行われていることを



確認した。 

 なお、林道・作業道の新設にあたっては、「下流域での水資源の利用に十分に

配慮し、林地保全に努める」こととしている。 

 

基準４ 森林生態系の生産力及び健全性の維持 

 

４－１／伐採量は森林の機能区分別に指定された森林施業計画認定基準の範囲

内であり、適正に配置されていること。 

大面積皆伐は避け、可能な箇所では、非皆伐施業を行う。また林産物資源の収

穫は、それが持続できるよう定められていること。 

 

「森林整備計画書」（平成 14～19 年、平成 16 年一部変更済み）の伐採計画の

範囲内で、伐採を行っている。 

 伐期を 150～200 年とし、間伐の繰り返しによる長伐期施業をめざしている。 

 現地確認により、除・間伐の際に、林内に現存するミズナラ、クリなどの広葉

樹を適度に残していることを確認した。 

 

伐採方法などは、「吾妻町森林整備計画」の施業基準に準拠している。 

「森林施業計画書」（平成 14～19 年、平成 16 年４月一部変更済み）の伐採計画

に基づいて、伐採を行っている。 

 

「森林施業計画書」（平成 14～19 年,平成 16 年４月一部変更済み）の伐採計画

に基づいて、伐採を行っている。 

 

４－２／伐採後は計画期間内に確実に更新されていること。伐採跡地などの人

工更新は、施業の履歴を踏まえて、適地適木の原則が守られていること。 

 

最近５年間の施業履歴に、伐採と更新の実績が記録されている。 

伐採後は２年以内に「適地適木」の原則に基づき、地域在来の苗木を植えている。 

 なお、更新期間は、「吾妻町森林整備計画」に準拠していることを確認した。 

 

更新方法などは、「吾妻町森林整備計画」の施業基準に準拠していることを確

認した。 

「森林施業計画書」（平成 14～19 年、平成 16 年４月一部変更済み）の造林計画

に基づいて、更新を行っている。 

内山林業では、「適地適木」の原則に基づき、地域在来の苗木を植えている。 

なお、植栽本数は、「吾妻町森林整備計画」の施業基準に準拠して、ha 当たり

2500～3000 本を植えている。 

 



植え付け後は、巡視等により、その地に根付かなかった苗木が確認された場合

は、すみやかに補植を行っている 

 

４－３／天然林についても、的確な更新作業が行われていること。 

 

認証対象森林の天然林は、標高の高い尾根筋や急斜面及び沢筋などにコナラ、

クリ、サクラ、ミズキ、シデ、ホウ、ミズナラ、ブナ等の落葉広葉樹が大面積に

残されている。また沢筋には、ミズキ・コナラ・トチなどの広葉樹が残されてい

る。 

 天然林では、原則として、有用樹の単木的な収穫・利用にとどめ、自然の推移

に委ねることとしている。 

 

４－４／期間内における保育計画が明らかであり、現地の実態に応じて適切に

行われていること。 

 

現地確認により、除・間伐の際に、林内に現存するミズナラ・クリなどの広葉

樹を適度に残していることを確認した。 

保育方法などは、「吾妻町森林整備計画」の施業基準に準拠している。 

最近５年間の施業履歴に保育の実績が記録されており、その実施状況を現地で

確認した。 

 

「森林施業計画書」（平成 14～19 年、平成 16 年 4 月一部変更済み）の保育計

画に基づいて、保育を行う予定である。 

 

４－５／必要に応じて間伐が的確に実行されること。 

 

「森林施業計画書」（平成 14～19 年、平成 16 年 4 月一部変更済み）の伐採計

画に基づいて、計画的に間伐を行っている。 

  

間伐方法などは、「吾妻町森林整備計画」の施業基準に準拠している。 

なお、除・間伐の際には、林内に現存するミズナラ・クリなどの有用広葉樹を適

度に残している。 

 

最近５年分の施業履歴に、保育間伐、収入間伐の実績が記録されており、その

実施状況を現地で確認した。 

 

４－６／森林の病虫獣害に対する適切な防除・対策が図られていること。 

 

内山林業では、下流域での水利用への影響を考慮して、現在、林業薬剤は使用

していない。 



 なお、林業薬剤を使用する場合は、森林病害虫等防除法及び「林業薬剤管理マ

ニュアル」に基づき、適切な管理のもと、必要最小限の使用にとどめることとし

ている。 

 

最近５年間の施業履歴と森林被害の記録が、整備されている。 

病害：特になし 

虫害：特になし 

獣害：ニホンジカ・ノウサギの食害 

気象害：特になし 

 

４－７／山火事に対する適切な予防と被害への対処が図られていること。 

 

内山林業では、「所有山林防災マニュアル」「所有山林緊急連絡マニュアル」

を定め、林野火災の予防及び消火体制を整えている。                

また林内入り口付近に設置したログハウス近くの人工池には常時湛水させ、火災

発生時の防火水槽の役割も与えている。 

 

地元消防団とは密接な連携に努めており、山火事災害が発生すれば、即連絡を

とり早急な対応がとれるような体制を取っている。最近では落雷等が年に何度か

発生しているがそれに伴う山火事等は発生していない。 

 

 

４－８／農薬など化学物質の使用については、法令などを遵守し、かつ必要最

小限の使途にとどめていること。 

 

内山林業では、下流域での水利用への影響を考慮して、現在、林業薬剤は使用

していない。 

なお、林業薬剤を使用する場合は、森林病害虫等防除法及び「林業薬剤管理マニ

ュアル」に基づき、適切な管理のもと、必要最小限の使用にとどめることとして

いる。 

 

基準５ 持続的森林経営のための法的、制度的枠組 

 

５－１／日本の全ての法律および日本が調印した全ての国際条約や合意を遵守

すること。 

 

内山林業では、「林業を経営していく上で、あらゆる法律、条例を遵守する」

考えである。 

 



内山林業では、「林野小六法」などの法令集が常備されており、またインター

ネット等のアクセスにより、いつでも参照できる環境が整えられている。 

 

５－３／管理計画の実行に当たり、雇用者、委託者や林業従事者に対して生物

多様性や労働安全などに関して適切な訓練と指導を行っていること。 

 

内山林業では、「内山林業環境方針」を定め、地球温暖化の防止、水土保全、

生物多様性の保全など、森林利用者ともよく協議し、協力して、環境に配慮した

施業を行っていくこととしている。 

 今後、森林利用者への生物多様性の保全に関する研修等を行うこととしている。 

 

内山林業では、「所有山林における現場作業の安全衛生教育マニュアル」を定

め、労働災害の防止に努めている。 

 なお、従業員は、吾妻町広域森林組合の安全衛生指導を受けている。 

 

 

５－４／従業員に対する社会保障、必要な訓練の実施、健康と安全の確保を図

られていること。 

 

内山林業では、従業員全員が社会保険制度に加入している。 

 

内山林業では、「所有山林における現場作業の安全衛生教育マニュアル」を定

め、労働災害の防止に努めている。 

 なお、従業員は、吾妻町広域森林組合の安全衛生指導を受けている。 

 現地確認により、安全点検など、自主的な安全活動が行われていることを確認

した。 

 

 

基準６ 社会・経済の便益の維持及び増進 

 

６－１／市民に自然に触れ合う機会／場所の提供に努めていること。 

森林を地元にできるだけ公開し、便益の提供をすること。 

 

内山林業では、所有山林などをフィールドに、一般市民を対象に年間計画を立

てて、積極的な森林・林業教育を行っている。 

 なお、木材に親しんで貰う目的で、木工教室の開催など、子どもたちが木に親

しむ活動に力を入れている。 

 

６－２／入山者に対する環境教育、安全などへの指導および対策が整備されて

いること。 



 

内山林業では、所有山林内に現場作業の拠点と森林レクリエーション施設を兼

ねた、「ログハウス」を設置している。また各種の森林・環境教育を実施してお

り、プログラムは充実しており、この施設とあいまって森林・環境教育を行う体

制は充実している。この他、案内板などは整備されていることを確認した。 

 

内山林業では、所有山林の入口付近に看板を設置するなど、入林者に山火事防

止、動植物の乱獲防止、ゴミの持ち帰りなど、マナーの啓発に努めている。 

 

６－３／森林レクリエーションや景観の維持に配慮した森林管理が必要な森林

においては、適切な対応がとられていること。 

 

内山林業では、人工林においても、林内に現存するミズナラ、クリなどの有用

広葉樹を適度に残すなど、多様な森林づくりに取り組んでおり、景観保全に配慮

した施業を行っている。 

 

６－４／文化的・歴史的に重要な遺跡や資源・社会的に価値の高い森林が保護

されていること。 

 

内山林業では、これまでも、所有山林内に現場作業拠点としてログハウスを建

てるなどして、その一部を展示林、見本林として森林教室等に活用してきたが、

森林認証を契機に今後更に同様な取り組みを増加させていく考えである。 

 

６－５／「緑の循環システム」の趣旨が尊守されるよう、認証森林より産出さ

れた認証林産物を、消費者に対し適正に提供するために、認証林産物が、明確

に区分けされるよう努めること。 

また、認証森林から産出される認証林産物が、緑の循環資源として、多様な用

途に有効活用されていること。 

 

内山林業では、認証林産物の分別・表示管理体制を確立するとともに、積極的

に認証材の販路開拓を行っていく考えである。 

 

現地確認により、作業道の路肩の法面保護柵、横断排水溝などに間伐小径木が

利用されていることを確認した。 

 

６－６／対象森林の管理・整備が地球温暖化防止の二酸化炭素吸収源としてプ

ラスになるよう努めていること。 

 

現地確認により、所有山林においては、除・間伐が適切に行われているなど、

森林の健全性が保たれている。 



 なお、「内山林業環境方針」を定め、「適切な森林施業に取り組み、森林の二

酸化炭素を吸収する機能を高めるとともに、国産材・地域材の循環利用を促進し、

地球温暖化防止に貢献する」、さらに「施業の実施にあたっては、化石燃料の使

用削減に努める」こととしている。 

 

内山林業では、「所有山林における燃料・オイル類管理マニュアル」を定め、

「施業の実施に当たっては、化石燃料の使用削減に努める」こととしている。 

 

６－７／地元住民、利害関係者等との対話連携を図り、地域社会における役割

と貢献に配慮して取り組んでいること。 

 

内山右之助氏は、「協同組合高崎林業機動隊（素材生産業者 15 社による協同

組合）」の理事長など、林業・木材関係団体の役職を務めるなど、地域リーダー

として活躍している。また林内では、高性能林業機械の実演会や講習会など関係

者を集め実施している。 

 さらに、年１回「自然保護と林業は成り立つか」などをテーマに、シンポジュ

ームを開催し、また県内から 50 人ほどの親子を集めての「親子森林フォーラム」

を実施するなど、地域における森林管理の重要性を普及させる意味で、重要な役

割を果たしている。 

 

内山右之助氏は、森林認証の意義・目的を仲間に伝えるとともに、自ら実践し、

地域に広めていくこととしている 

 

基準７ モニタリングと情報公開 

 

７－１／管理計画の実行状況としての影響を評価するためのモニタリングを、

適宜実施すること。 

モニタリングの結果は、管理計画の実行及び改訂に反映され、必要に応じて見

直しが図られること。 

 

内山林業では、巡視時及び作業完了時に実施するモニタリングのチェック項目

を設定している。 

 上記に基づき、モニタリングを継続的に実施することとしている。 

 

７－２／地方自治体などが全体の多様性を推測する指標生物群のモニタリング

を行っている場合、その調査に対する協力体制が整っていること。 

 

これまで第三者機関によるモニタリング調査は行われていない。 

なお、行政機関、研究機関から協力要請があった場合は、可能な限り協力するこ

ととしている。 



 

７－３／対象森林に関する各種情報の記録を極力残すこと。施業を行った場合

は、作業種別、年度別、所在場所別に施業記録が残されていること。 

 

最近５年間の施業履歴と森林被害の記録が、整備されている。 

病害：特になし 

虫害：特になし 

獣害：ニホンジカ、ノウサギの食害 

森林火災：特になし 

気象害：特になし 

 

７－４／管理計画、モニタリングについては、公正・公開を原則とすること。 

 

管理計画・モニタリングの結果について、公開の要請があった場合は、原則と

して、公開する考えである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．有限会社 内山林業 分別・表示事業体 

 

審査委員会により、ＳＧＥＣの定める「認定審査」基準事項に基づき、次の「有

限会社 内山林業 分別・表示事業体 判定表」のとおり、10 項目を審査要件

として決定した。 

 これら「審査要件」に基づき、別紙Ⅳの２「有限会社 内山林業の審査判定表

（分別・表示）」のとおり「審査判定」を行い、審査委員会に諮ったところ、有

限会社 内山林業 分別・表示事業体は、認定に値する事業体であるとして判定

された。 

 

なお、審査委員会により、下記の「向上目標」が付記された。 

 

【向上目標】 

 

１．原木の納入先等への連携を密にして、認証材の分別・管理が適格に図られる

よう努めること 

 

２．分別・管理については関係職員に対し十分な教育・研修を行うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



基準１ 経営の健全性 

 

１－１／妥当である 

持続的に事業活動を行いうる事業体であること 

 

 (有）内山林業（高崎市請地町 11）は大正４年、祖父が山林を購入。当初は

素材及び薪炭の生産・販売を高崎方面で実施。その後素材を高崎市で製材し販

売。その後、戦時体制及び戦後の混乱期を経て、昭和６０年経営規模も安定し、

(有）内山林業を創設。所有と経営管理を分け、以後、林地の撫育と素材生産

を（有）内山林業が行う。現在、素材の販売は、原木市場に委託し、会社では

素材生産技術の研究と低コスト化のための作業道の開設と林業機械化のため

の投資を行っている。年間原木扱い量は間伐材の約５百㎥である。従業員は 3

名の家族労働で対応している。年間伐採量は約７５０㎥、売上げは約７５０  

万円である。 

 

１－２／妥当である 

経営指標に照らし、財務状態が健全であること 

 

 「決算報告書」により、財務状況を確認したところ、経営状態は安定している

と判断した。 

 

基準２ 認証林産物取扱の業態 

 

２－１／妥当である 

認証林産物を取り扱う事業体として、事業目的および内容が適合していること 

 

  (有）内山林業では、主として自社山林から生産される素材を認証材として

取り扱っていく考えである。 

 

２－２／妥当である 

認証森林所有者・管理者または認定事業体と反復継続して取引関係にあること 

 

上に同じ 

 

２－３／妥当である 

認証林産物の普及および利用促進、新たな用途開発について意欲的であること。 

 

  同社の内山社長は、協同組合高崎林業機動隊の理事長であり、森林認証を獲

得した上は広範囲に認証制度を普及させ、また認証材を取り扱う事業体も増や

して、地元の木材を地元の住宅に使う運動を普及させて、林業振興ひいては地



域振興につなげていく考えである。 

 

基準３ 分別・表示管理運営の体制 

３－１／妥当である 

認証林産物の分別・表示管理に係る計画を立てていること。 

 

  （有）内山林業では、「認証林産物の分別・表示管理方針書」「認証林産物の

生産・出荷管理計画図」及び「SGEC 分別・表示管理体制図」を作成している。 

 

３－２／妥当である 

認証林産物の分別・表示管理を行う体制が整っていること。 

 

同社には、素材集積山土場があり、認証材を保管することが出来る。 

 

３－３／妥当である 

分別・表示管理を担当する管理責任者を設置していること。なお、管理責任者

に適正な研修を行っていること。 

 

  （有）内山林業では、分別・表示管理を担当するＳＧＥＣ認証林産物管理責

任者及び現場担当者を配置し、研修を行うこととしている。 

なお、「ＳＧＥＣ分別・表示管理体制図」を作成している。 

 

３－４／妥当である 

伝票など帳票類を作成・保存すること。なお、認証林産物と非認証林産物のコ

ード番号は明確に区別すること。 

 

現地確認により、伝票などの帳票類は適正に管理・保管されていることを確

認した。 

 認証林産物と非認証林産物との番号を明確に区別することとしている。 

 

 

３－５／妥当である 

定期的に棚卸記録などにより、保管数量の管理を行うこと。 

 

 現地確認により、素材などについて定期的に検収を行っていることを確認し

た。 

 なお、伝票などの帳票類を保存し、認証林産物の流通・情報の交換、開示に

備えることとしている。 

 

 



Ⅳ．有限会社 内山林業管理森林及び分別・表示事業体の関係資料等 

 

１．確認資料一覧 

（１）森林認証関係 

  ●経営総論 

  ●施業実施仕様書 

  ●生物多様性の保全を孝慮した施業指針 

  ●モニタリング関係 

  ●安全衛生及び健康管理マニュアル 

  ●安全作業マニュアル 

  ●作業現場における油類の取扱いマニュアル 

  ●林業薬剤管理マニュアル 

  ●林野火災予消防マニュアル 

（２）事業体認定関連 

  ●有限会社内山林業の概要 

  ●認証林産物の分別・表示管理方針書 

  ●認証林産物の生産・出荷管理計画図 

 

２．審査写真等 

 

３．審査判定表 

 

 


